
 

 

第 34期 東京都青少年問題協議会  

 第１回若者部会 

 

     令和６年６月 14 日（金曜日） 

午後５時 45分～午後７時 15分  

第一本庁舎 34階北塔 34Ｂ会議室  

 

 

次    第 

 

１ 開 会 

２ 挨 拶（東京都生活文化スポーツ局生活安全担当局長） 

３ 委員紹介 

４ 部会長選任 

５ 事務局説明 

６ 意見交換 

７ 事務局連絡 

８ 閉 会 



「こども基本法」における言及

○ こどもの社会参画（意見を表明する機会と、多様な社会活動に参加する機会の確保）は、こども基本法で定めら
れたこども施策の6つの基本理念のうちの1つである。

「こども基本法」における言及

〇こども基本法における記述

第３条 基本理念

こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること

その他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられるこ

と。

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参

画する機会が確保されること。

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し

十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるよ

うにすること。

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。
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「こども基本法」における言及

○ こども基本法では、こども施策の策定等に当たってこども等の意見の反映に係る措置を講ずることを、地方公共団体
に対しても義務付けている。

「こども基本法」における言及

〇こども基本法における記述

第二章 基本的施策

（こども施策に対するこども等の意見の反映）

第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者

その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。



こども大綱における言及

○ こども大綱では、こどもや若者の社会参画を促す2つの意義として、①こどもの状況やニーズを的確に踏まえることがで
き、施策がより実効性のあるものになること、②社会参画の経験がこどもや若者の主体性を高めることを挙げている。

こども大綱における言及

〇こども大綱における記述

第４こども施策を推進するために必要な事項

１こども・若者の社会参画・意見反映

こども基本法においては、こども施策の基本理念として、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明す

る機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること」、「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優

先して考慮されること」が掲げられている。すなわち、こども・若者の社会参画と意見反映を車の両輪として進めていくことが求められている。また、こども施策を策定、実施、

評価するに当たって、施策の対象となるこども等の意見を幅広く聴取して反映させるために必要な措置を講ずることが国や地方公共団体に義務付けられている。～中略～

こどもや若者の意見を聴いて施策に反映することやこどもや若者の社会参画を進めることには、大きく、２つの意義がある。

①こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、施策がより実効性のあるものになる。

②こどもや若者にとって、自らの意見が十分に聴かれ、自らによって社会に何らかの影響を与える、変化をもたらす経験は、自己肯定感や自己有用感、社会の一員としての

主体性を高めることにつながる。ひいては、民主主義の担い手の育成に資する。

こどもや若者とともに社会をつくるという認識の下、安心して意見を述べることができる場や機会を作るとともに、意見を持つための様々な支援を行い、社会づくりに参画できる

機会を保障することが重要である。その際、こどもや若者の社会参画・意見反映は形だけに終わる懸念があることを認識して、様々な工夫を積み重ねながら、実効性のある

ものとしていく必要がある。

こどもや若者と対話し、その意見を受け止め、施策に反映させ、どのように施策に反映されたかをフィードバックし、社会全体に広く発信することにより、施策の質を向上させると

ともに、こどもや若者の更なる意見表明につながるような好循環を創出しなければならない。また、こどもや若者の主体的な社会参画を社会全体で後押しすることが必要であ

る。その際、おとなの経験や考えを一方的に押し付けることなく、こども・若者と対等な目線でその意見を真摯に聴いて尊重するおとなの姿勢が重要である。

こどもや若者の社会参画と意見反映に関する国や地方公共団体の取組を社会全体に広く発信することにより、家庭や学校などこどもや若者に関わる様々な場所においても

こどもや若者の意見を聴く取組が進み、こどもや若者の社会参画や意見反映の意義や重要性等について社会全体に浸透することが期待される。

幼い頃から積み重ねられた主体的な自己決定あるいは意見表明の経験は、青年期から成人期に至る若者の意見表明や主体的な社会参画につながっていくという視点を

持つことが重要である。乳幼児期からおとなになるまでの全ての発達の段階の中で、こどもや若者の社会参画と意見表明の大切さを伝え、その意欲を育むことが肝要である。

その際、全てのこどもや若者について、意見形成や意見表明の機会が確保されるよう、留意する。



国における関連の検討 ～意見表明～

○ こども家庭庁では、こども・若者意見反映推進事業として運営する「こども若者★いけんぷらす」の仕組みで、こども・
若者の意見を政策へ反映させようとしており、2023年7月時点で約4,000人の登録がある。



国における関連の検討 ～意見表明～

○ 「こども若者★いけんぷらす」で意見を聴取する対象は小学生だけでなく、 テーマによっては大学生まで対象になって
いる。



都における取り組み ～意見表明～

○ 東京都においては、こども政策の有識者や、ミレニアル・Z世代のNPO代表等が参画する「こども未来会議」が開かれ
る等、こどもの意見を取り入れる取り組みも存在する。

こども未来アクション



都における取り組み ～意見表明～



都における取り組み ～意見表明～

○ 東京都では、都政にこどもやその保護者の現状を反映させるために、アンケートによる定点観測を行う。

○ また、こども目線で政策をバージョンアップするため、高校生までを対象とした「こども都庁モニター」制度を設けている。

施策へ子供の意見を反映する取り組み



認定特定非営利活動法人育て上げネット提供資料









こども家庭庁「こども・若者の意見の政策反
映に向けたガイドライン」より抜粋







参考. オンラインの居場所

○ 主にひきこもり状態にある若者をターゲットとして、メタバースやバーチャルオフィスツールを活用したオンラインの居場所
の取り組みづくりが進んでいる。

出所：特定非営利活動法人Switch「おらんちラウンジ」

江戸川区 メタバース（仮想空間）を活用した
オンライン居場所

出所：江戸川区ウェブサイト

令和5年度宮城県オンライン居場所支援モデル事業
「おらんちラウンジ」
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 氏  名  所  属  等 

荒 井 佑 介 

大 橋 暉 弘 

小 奈 悠 馬 

土 肥 潤 也 

西  山 なつ美 

  與那覇 千 夏   

特定非営利活動法人サンカクシャ代表理事 

認定特定非営利活動法人育て上げネット 

特定非営利活動法人青少年自立援助センター 

NPO法人わかもののまち・株式会社C＆Yパートナーズ 

多摩市若者会議 

調布市子ども生活部児童青少年課 

 
 
【事務局】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 氏  名  所  属  等 

竹  迫 宜  哉 

村 上   章 

山 本   理 

栃 折 晃 平 

生活文化スポーツ局生活安全担当局長 

生活文化スポーツ局若年支援担当部長 

生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課長 

政策企画局計画調整部計画調整担当課長 
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